
　毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
） 

         

　
　
　
　
　
　
　目

　
　次

　
　

 
 

　告

　示 

○
農
地
法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
裁
定
の
申
請
が
あ
っ
た
件                   

一
六
四 

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
す
る
森
林
所 

　有
者
等
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
当
該
通
知
の
内
容
を
掲
示
し
た
件
二
件             

一
六
四 

○
福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
指
定
し
た
件
八
件                         

一
六
五 

　公

　告 

○
河
川
整
備
計
画
を
定
め
た
件                                                   

一
六
七 

○
都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
関
係
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
件                       

一
六
七 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

告

　
　示 
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

福
島
県
告
示
第
二
百
九
十
二
号 

　農
地
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
九
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
八

年
三
月
九
日
付
け
で
公
益
財
団
法
人
福
島
県
農
業
振
興
公
社
（
福
島
県
農
地
中
間
管
理
機
構
）
か
ら
次

の
と
お
り
農
地
を
利
用
す
る
権
利
（
以
下
「
利
用
権
」
と
い
う
。
）
の
設
定
に
関
す
る
裁
定
の
申
請
が

あ
っ
た
。 

令
和
八
年
四
月
二
十
一
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　
 

一

　農
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
面
積 

所
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　地
番

　
　
　地
目

　面
積
（
平
方
メ
ー
ト
ル
） 

耶
麻
郡
磐
梯
町
大
字
大
谷
字
石
橋

　
　五
四
番
一

　田

　
　
　
　三
九
六 

同

　郡
同

　町
大
字
大
谷
字
□
ノ
口

　一
五
番

　
　田

　
　二
、
六
六
七 

同

　郡
同

　町
大
字
大
谷
字
□
ノ
口

　二
八
番

　
　田

　
　一
、
五
八
八 

同

　郡
同

　町
大
字
大
谷
字
□
ノ
口

　四
六
番

　
　田

　
　二
、
四
一
〇 

同

　郡
同

　町
大
字
大
谷
字
砂
田
田

　四
三
番

　
　田

　
　二
、
六
二
六 

同

　郡
同

　町
大
字
大
谷
字
砂
田
田

　六
九
番

　
　田

　
　一
、
九
四
八 

同

　郡
同

　町
大
字
大
谷
字
砂
田
田

　七
一
番

　
　田

　
　二
、
六
六
六 

二

　農
地
の
利
用
の
現
況 

そ
ば
又
は
水
稲
の
栽
培
で
利
用 

三

　農
地
に
つ
い
て
の
申
請
者
の
利
用
計
画
の
内
容
の
詳
細 

そ
ば
又
は
水
稲
の
栽
培
で
利
用 

四

　希
望
す
る
利
用
権
の
始
期
及
び
存
続
期
間
並
び
に
借
賃
に
相
当
す
る
補
償
金
の
額 

１

　始
期

　令
和
八
年
六
月
一
日 

２

　存
続
期
間

　七
年
七
月 

３

　借
賃
に
相
当
す
る
補
償
金
の
額

　一
〇
八
、
〇
〇
八
円 

五

　農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
八
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
す

る
と
認
め
ら
れ
る
理
由 

福
島
県
農
業
振
興
公
社
農
地
中
間
管
理
事
業
の
実
施
に
関
す
る
規
程
第
六
条
の
基
準
に
適
合
す
る

と
認
め
ら
れ
る
た
め
。 

六

　そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項 

（
記
載
な
し
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
農
村
振
興
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
二
百
九
十
三
号 

　森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

三
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
す
る
相
手

方
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の

規
定
に
よ
り
当
該
通
知
の
内
容
を
桑
折
町
役
場
の
掲
示
場
に
掲
示
し
た
。
当
該
通
知
の
内
容
の
要
旨
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

　
　令
和
八
年
四
月
二
十
一
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名 

鈴
木
初
次

　村
社
鹿
島
神
社 

二

　通
知
の
内
容
の
要
旨 

１

　保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
と
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
こ

と
。 

２

　当
該
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
件
（
令
和
八
年
福
島
県
告
示
第
百

七
十
一
号
）
に
よ
る
こ
と
。 

３

　当
該
告
示
の
内
容
に
つ
い
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
森
林
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
当
該
告
示
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
意
見
書
を
福
島
県
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
保
全
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
二
百
九
十
四
号 

─────────────────────────────────────────────────────────── 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

　森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

三
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
す
る
相
手

方
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の

規
定
に
よ
り
当
該
通
知
の
内
容
を
新
地
町
役
場
の
掲
示
場
に
掲
示
し
た
。
当
該
通
知
の
内
容
の
要
旨
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

　
　令
和
八
年
四
月
二
十
一
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名 

岡
田
義
輝

　加
藤
智

　加
藤
文
藏

　今
野
長
右
エ
門

　佐
藤
傳

　佐
藤
ミ
ヤ

　佐
藤
吉
男

　斎
藤

甫

　上
舘
邦
男

　泉
田
京
子

　百
井
淳

　本
内
信
彰

　本
内
保
一

　横
山
進

　横
山
清
一
郎

　荒
正

志

　荒
和
雄

　佐
藤
裕

　三
浦
忠

　新
谷
う
め
子

　猪
狩
弘

　鈴
木
栄

　鈴
木
功

　鈴
木
照
男

　荒

清
人

　新
谷
粹
治 

二

　通
知
の
内
容
の
要
旨 

１

　保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
と
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
こ

と
。 

２

　当
該
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
件
（
令
和
八
年
福
島
県
告
示
第
百

七
十
二
号
）
に
よ
る
こ
と
。 

３

　当
該
告
示
の
内
容
に
つ
い
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
森
林
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
当
該
告
示
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
意
見
書
を
福
島
県
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
保
全
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
二
百
九
十
五
号 

　福
島
県
収
入
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
福
島
県
条
例
第
九
十
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
令
和
八
年
二
月
十
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

令
和
八
年
四
月
二
十
一
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

氏
名
又
は
名
称

　住
所

　
　
　
　
　
　
　指
定
の
有
効
期
間

　
　
　
　
　
　
　売
り
さ
ば
き
所
の
名
称

及
び
所
在
地 

い
わ
き
ト
ラ
ッ

　い
わ
き
市
泉
町
下
川

　令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら

　
　
　
　い
わ
き
ト
ラ
ッ
ク
事
業

ク
事
業
協
同
組

　字
大
剣
一
番
地
の
一

　令
和
一
三
年
三
月
三
一
日
ま
で

　
　協
同
組
合 

合

　
　
　
　
　
　三
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　い
わ
き
市
泉
町
下
川
字

大
剣
一
番
地
の
一
三
〇 

新
常
磐
交
通
株

　い
わ
き
市
明
治
団
地

　同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　常
交
自
動
車
学
校 

式
会
社

　
　
　
　四
番
地
の
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　い
わ
き
市
内
郷
御
□
町

川
向
一
〇
番
地 

西
丸

　和
彦

　
　い
わ
き
市
小
名
浜
字

　同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　西
丸
商
店 

　
　
　
　
　
　
　辰
巳
町
三
六
番
地
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　い
わ
き
市
小
名
浜
字
辰

　
　
　
　
　
　
　五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　巳
町
三
六
番
地
の
五 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
出
納
総
務
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
二
百
九
十
六
号 

　福
島
県
収
入
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
福
島
県
条
例
第
九
十
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
令
和
八
年
二
月
十
三
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

令
和
八
年
四
月
二
十
一
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

氏
名
又
は
名
称

　住
所

　
　
　
　
　
　
　指
定
の
有
効
期
間

　
　
　
　
　
　
　売
り
さ
ば
き
所
の
名
称

及
び
所
在
地 

有
限
会
社
古
市

　東
白
川
郡
矢
祭
町
大

　令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら

　
　
　
　有
限
会
社
古
市
石
油
店

石
油
店

　
　
　
　字
東
舘
字
反
田
一
七

　令
和
一
三
年
三
月
三
一
日
ま
で

　
　東
白
川
郡
矢
祭
町
大
字

　
　
　
　
　
　
　番
地
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　東
舘
字
反
田
一
七
番
地 

一 

須
賀
川
瓦
斯
株

　須
賀
川
市
卸
町
四
四

　同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　酒
ス
ー
パ
ー
矢
吹
八
幡

式
会
社

　
　
　
　番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　町
店 

西
白
河
郡
矢
吹
町
八
幡

町
七
八
六
番
地 

小
野

　真
弓

　
　い
わ
き
市
常
磐
湯
本

　同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　お
の
や 

　
　
　
　
　
　
　町
下
浅
貝
六
九
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　い
わ
き
市
常
磐
湯
本
町

　
　
　
　
　
　
　の
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　下
浅
貝
六
九
番
地
の
六 

蛭
田

　智
恵

　
　い
わ
き
市
山
玉
町
修

　同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　東
田
簡
易
郵
便
局 

　
　
　
　
　
　
　路
三
一
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　い
わ
き
市
東
田
一
丁
目

二
七
番
地
の
九 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
出
納
総
務
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
二
百
九
十
七
号 

　福
島
県
収
入
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
福
島
県
条
例
第
九
十
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
令
和
八
年
二
月
十
六
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

令
和
八
年
四
月
二
十
一
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

氏
名
又
は
名
称

　住
所

　
　
　
　
　
　
　指
定
の
有
効
期
間

　
　
　
　
　
　
　売
り
さ
ば
き
所
の
名
称

及
び
所
在
地 

ふ
く
し
ま
未
来

　福
島
市
北
矢
野
目
字

　令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら

　
　
　
　ふ
く
し
ま
未
来
農
業
協

農
業
協
同
組
合

　原
田
東
一
番
地
の
一

　令
和
一
三
年
三
月
三
一
日
ま
で

　
　同
組
合

　鹿
島
支
店 

南
相
馬
市
鹿
島
区
横
手

字
川
原
一
八
五
番
地
の

一 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
出
納
総
務
課
） 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
二
百
九
十
八
号 

　福
島
県
収
入
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
福
島
県
条
例
第
九
十
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
令
和
八
年
二
月
十
七
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

令
和
八
年
四
月
二
十
一
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

氏
名
又
は
名
称

　住
所

　
　
　
　
　
　
　指
定
の
有
効
期
間

　
　
　
　
　
　
　売
り
さ
ば
き
所
の
名
称

及
び
所
在
地 

有
限
会
社
ア
イ
・ 

　い
わ
き
市
中
岡
町
六

　令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら

　
　
　
　パ
ー
ト
ナ
ー
保
険 

ア
ー
ル
・
ケ
イ

　丁
目
一
二
番
地
の
一

　令
和
一
三
年
三
月
三
一
日
ま
で

　
　い
わ
き
市
中
岡
町
六
丁

　
　
　
　
　
　
　四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　目
一
二
番
地
の
一
四 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
出
納
総
務
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
二
百
九
十
九
号 

　福
島
県
収
入
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
福
島
県
条
例
第
九
十
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
令
和
八
年
二
月
十
九
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

令
和
八
年
四
月
二
十
一
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

氏
名
又
は
名
称

　住
所

　
　
　
　
　
　
　指
定
の
有
効
期
間

　
　
　
　
　
　
　売
り
さ
ば
き
所
の
名
称

及
び
所
在
地 

福
島
県
庁
消
費

　福
島
市
中
町
八
番
二

　令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら

　
　
　
　福
島
県
庁
消
費
組
合
南

組
合

　組
合
長

　号

　
　
　
　
　
　
　
　令
和
一
三
年
三
月
三
一
日
ま
で

　
　会
津
合
同
庁
舎
内
売
店

國
分

　守

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　南
会
津
郡
南
会
津
町
田 

島
字
根
小
屋
甲
四
二
七

七
番
地
一 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
出
納
総
務
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
三
百
号 

　福
島
県
収
入
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
福
島
県
条
例
第
九
十
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
令
和
八
年
二
月
二
十
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

令
和
八
年
四
月
二
十
一
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

氏
名
又
は
名
称

　住
所

　
　
　
　
　
　
　指
定
の
有
効
期
間

　
　
　
　
　
　
　売
り
さ
ば
き
所
の
名
称

及
び
所
在
地 

宇
佐
見

　岩
男

　田
村
郡
小
野
町
大
字

　令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら

　
　
　
　宇
佐
見
商
店 

　
　
　
　
　
　
　小
野
新
町
字
中
通
一

　令
和
一
三
年
三
月
三
一
日
ま
で

　
　田
村
郡
小
野
町
大
字
小

　
　
　
　
　
　
　三
七
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　野
新
町
字
中
通
一
二
二 

番
地 

株
式
会
社
Ｆ
Ｍ

　郡
山
市
芳
賀
三
丁
目

　同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト
郡

フ
ナ
ハ
シ

　
　
　四
三
番
地
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　山
市
役
所
／
Ｓ
店 

郡
山
市
朝
日
一
丁
目
二

三
番
七
号
（
郡
山
市
役

所
内
） 

株
式
会
社
郡
中

　郡
山
市
安
積
町
日
出

　同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　株
式
会
社
郡
中
ト
ラ
ベ

ト
ラ
ベ
ル

　
　
　山
一
丁
目
一
四
二
番

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ル 

　
　
　
　
　
　
　地
の
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　郡
山
市
安
積
町
日
出
山

一
丁
目
一
四
二
番
地
の

一 

株
式
会
社
富
久

　郡
山
市
富
久
山
町
福

　同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　株
式
会
社
富
久
山
自
動

山
自
動
車
教
習

　原
字
水
穴
一
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　車
教
習
所 

所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　郡
山
市
富
久
山
町
福
原

字
水
穴
一
番
地 

郡
山
北
地
区
交

　郡
山
市
富
田
東
三
丁

　同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　郡
山
北
地
区
交
通
安
全

通
安
全
協
会

　
　目
一
〇
九
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　協
会 

会
長

　遠
藤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　郡
山
市
富
田
東
三
丁
目 

初
男

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　一
〇
九
番
地
（
郡
山
北

警
察
署
内
） 

西
部
自
動
車
株

　郡
山
市
富
田
町
字
稲

　同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　西
部
自
動
車
株
式
会
社 

式
会
社

　
　
　
　川
原
四
〇
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　郡
山
市
富
田
町
字
稲
川

原
四
〇
番
地 

田
村
地
区
交
通

　田
村
郡
三
春
町
大
字

　同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　田
村
地
区
交
通
安
全
協

安
全
協
会

　会

　熊
耳
字
下
荒
井
一
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　会

　小
野
支
所 

長

　吉
田

　康

　四
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　田
村
郡
小
野
町
大
字
小

市

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　野
新
町
字
小
太
内
一
三 

番
地
（
田
村
警
察
署

　

小
野
分
庁
舎
内
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
出
納
総
務
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
三
百
一
号 

　福
島
県
収
入
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
福
島
県
条
例
第
九
十
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
令
和
八
年
二
月
二
十
四
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

令
和
八
年
四
月
二
十
一
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

氏
名
又
は
名
称

　住
所

　
　
　
　
　
　
　指
定
の
有
効
期
間

　
　
　
　
　
　
　売
り
さ
ば
き
所
の
名
称

及
び
所
在
地 

石
橋
建
設
工
業

　本
宮
市
高
木
字
舟
場

　令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら

　
　
　
　本
宮
自
動
車
学
校 

株
式
会
社

　
　
　二
五
番
地
八

　
　
　
　令
和
一
三
年
三
月
三
一
日
ま
で

　
　安
達
郡
大
玉
村
大
山
字

狐
森
一
八
番
地 

第667号令和 8年 4月21日　火曜日 福 島 県 報166



─────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

斎
藤

　好
則

　
　福
島
市
泉
字
仲
田
一

　同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　店
い
ず
み 

　
　
　
　
　
　
　三
番
地
の
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
市
泉
字
仲
田
一
三

番
地
の
二 

髙
橋

　良
一

　
　福
島
市
南
向
台
三
丁

　同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト
福

　
　
　
　
　
　
　目
一
二
番
地
一
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　島
駅
西
店 

福
島
市
三
河
南
町
一
番

一
五
号 

福
厚
企
画
株
式

　福
島
市
五
老
内
町
三

　同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
厚
企
画
株
式
会
社
福

会
社

　
　
　
　
　番
一
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　島
市
役
所
内
売
店 

福
島
市
五
老
内
町
三
番

一
号 

安
田

　宏

　
　
　福
島
市
松
川
町
字
土

　同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　松
文
堂 

　
　
　
　
　
　
　腐
五
番
地
の
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
市
松
川
町
本
町
二

四
番
地 

有
限
会
社
杉
妻

　福
島
市
清
水
町
字
東

　同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　有
限
会
社
杉
妻
自
動
車

自
動
車
練
習
所

　壇
九
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　練
習
所 

福
島
市
清
水
町
字
東
壇

九
番
地 

有
限
会
社
橘
商

　伊
達
市
箱
崎
字
原
八

　同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　セ
ブ
ン
イ
レ
ブ
ン
福
島

店

　
　
　
　
　
　七
番
地
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　伊
達
箱
崎
店 

伊
達
市
箱
崎
字
中
二
番

地
一 

渡
辺

　幸
子

　
　安
達
郡
大
玉
村
玉
井

　同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　渡
辺
幸
子
行
政
書
士
事

　
　
　
　
　
　
　字
西
庵
九
六
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　務
所 

本
宮
市
本
宮
字
一
ツ
屋

四
四
番
地
四 

第
一
総
合
ホ
ー

　喜
多
方
市
字
大
谷
地

　同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　喜
多
方
ド
ラ
イ
ビ
ン
グ

ル
デ
ィ
ン
グ
ス

　八
〇
一
四
番
地
の
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ス
ク
ー
ル 

株
式
会
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　喜
多
方
市
字
大
谷
地
八

〇
一
四
番
地
の
二 

会
津
地
区
公
衆

　会
津
若
松
市
城
東
町

　同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　会
津
地
区
公
衆
衛
生
協

衛
生
協
会

　
　
　五
番
一
二
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　会 会
津
若
松
市
城
東
町
五

番
一
二
号
（
会
津
保
健

福
祉
事
務
所
内
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
出
納
総
務
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
三
百
二
号 

　福
島
県
収
入
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
福
島
県
条
例
第
九
十
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
令
和
八
年
三
月
五
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

令
和
八
年
四
月
二
十
一
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

氏
名
又
は
名
称

　住
所

　
　
　
　
　
　
　指
定
の
有
効
期
間

　
　
　
　
　
　
　売
り
さ
ば
き
所
の
名
称

及
び
所
在
地 

片
桐

　一
利

　
　福
島
市
下
野
寺
字
醴

　令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら

　
　
　
　フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト
福

　
　
　
　
　
　
　二
七
番
地
の
五

　
　
　令
和
一
三
年
三
月
三
一
日
ま
で

　
　島
北
五
老
内
町
店 

福
島
市
北
五
老
内
町
五

番
地
二
〇 

片
桐

　一
利

　
　福
島
市
下
野
寺
字
醴

　同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト
福

　
　
　
　
　
　
　二
七
番
地
の
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　島
大
森
下
町
店 

福
島
市
大
森
字
下
町
一

一
番
地 

福
島
県
猟
友
会

　伊
達
市
保
原
町
富
沢

　同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
猟
友
会
保
原
支

保
原
支
部

　支

　字
明
利
作
一
三
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　部
事
務
局 

部
長

　宍
戸

　
　二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　伊
達
市
保
原
町
富
沢
字

敬
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　下
川
原
四
〇
番
地
一
（
阿  

部
良
夫
宅
内
） 

小
島

　弘
嗣

　
　伊
達
市
保
原
町
字
九

　同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　リ
ビ
ン
グ
シ
ョ
ッ
プ
小

　
　
　
　
　
　
　丁
目
三
番
地
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　島 伊
達
市
保
原
町
字
九
丁

目
三
番
地
一 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
出
納
総
務
課
） 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

公

　
　告 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

公
告
第
九
十
一
号 

　河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
河
川
整

備
計
画
を
次
の
と
お
り
定
め
た
。 

　こ
の
計
画
に
係
る
関
係
書
類
を
福
島
県
土
木
部
河
川
港
湾
総
室
河
川
計
画
課
及
び
福
島
県
相
双
建
設

事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
八
年
四
月
二
十
一
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 
　河
川
整
備
計
画
の
名
称

　二
級
河
川
宇
多
川
水
系
河
川
整
備
計
画 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
河
川
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

公
告
第
九
十
二
号 

　都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
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─────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
郡
山
市
か
ら
県
中
都
市
計
画
公
園
の
変
更
に
係
る
関
係
図
書
の
写
し
の
送
付
を

受
け
た
の
で
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
八
年
四
月
二
十
一
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　縦
覧
に
供
す
る
図
書 

　
　総
括
図
、
計
画
図
及
び
計
画
書
の
写
し 

二

　縦
覧
場
所 

　
　福
島
県
土
木
部
都
市
総
室
都
市
計
画
課
及
び
福
島
県
県
中
建
設
事
務
所
企
画
管
理
部
企
画
調
査
課 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
都
市
計
画
課
） 
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